
●財政の健全化に関する法律とは
　地方公共団体の全ての会計の収支の状況、借入金の償還負担の大きさ、将来負担しなければならない経費

の大きさなどを５つの指標（健全化判断比率等）で算定し、その団体の財政状況に関する情報を広く開示す

ることを目的としています。
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資金不足比率
資金不足は
ありません

20% －

（※１）市町村ごとに算定する４つの指標と市町村や一部事務組合が経営する上下水道、病院、観光施設

などといった公営企業会計ごとに算定する１つの指標に大別されます。

　また、５つの指標のうちいずれか１つでも一定の基準以上（※２）となった場合は、財政健全化計画などを

定めて早期の健全化に取り組まなければなりません。

　（※２）一定の基準以上とは：実質赤字比率15％以上、連結実質赤字比率20％以上、

　　　　　　　　　　　　実質公債費比率25％以上、将来負担比率350％以上

公営企業（上下水道）ごとの資金の不
足額の大きさを示す指標
◆家計に例えると、世帯主以外の家族
一人ひとりの年収に対する赤字額の割
合を示す指標です。

－

25%

350%

村が翌年度以降において負担すること
が確定している債務及び負担が見込ま
れる債務などの大きさを示す指標で
す。
◆家計に例えると、借入金など将来支
払いが必要なものの総額の、世帯主の
年間の総収入に対する割合を示す指標
です。

　公営企業会計ごとに算定する指標（※１）

将来負担すべき債
務等はありません

実質公債費比率

将来負担比率

村の一般会計における赤字の程度を示
す指標です。
◆家計に例えると、世帯主の年間の総
収入に対する赤字の割合を示す指標で
す。

村の全ての会計の黒字と赤字を合算
し、赤字額が黒字額を上回る場合にそ
の程度を示す指標です。
◆家計に例えると、世帯主の年間の総
収入に対する、家族全員の赤字の割合
を示す指標です。

村の一般会計などが負担する公債費及
びこれに準ずる経費の大きさを示す指
標です。
◆家計に例えると、１年間に支払った
借入金返済額の世帯主の年間の総収入
に対する割合を示す指標です。

35%-3.1%

赤字は
ありません

～当村の財政健全化判断指標公表～
　市町村財政の早期健全化や公営企業の経営の健全化などを目的に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が

公布されたことで、すべての都道府県や市町村は「財政健全化判断比率」や「資金不足比率」を算定し、監査委員の

審査に付したうえで、議会に報告し、公表しなければならないこととされています。
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市町村ごとに算定する四つの指標（※１）
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